
昨年度の主な災害対応の概要 
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○非常災害現地対策本部の所掌事務 

 ①災害応急対策活動に係る連絡調整 
    ・被害状況、被災地の対応状況等の把握、関係機関、本部への連絡 
    ・被災地からの要望の本部への伝達 
    ・本部の対応方針、国の施策に係る情報等の被災県への伝達  等 
 
 ②災害発生直後における、被災者ニーズを踏まえた災害応急対策の実施 
    ・被災地からの要望への対応 
    ・自衛隊、警察、消防等の救助・救急及び消火活動 
    ・被災地における人員及び物資の緊急輸送、供給 
    ・被災地における避難者の収容  等 

政府現地対策本部の所掌事務 

非常災害が発生した場合・・・  （※著しく異常かつ激甚な非常災害の場合は、緊急災害対策本部と緊急災害現地対策本部の設置） 

○非常災害対策本部の設置（災害対策基本法第２４条） 

 ・災害応急対策を推進するため、総理大臣が内閣府に臨時に設置する組織 
       （本部長：防災担当大臣） 

○非常災害現地対策本部の設置（同法第２５条第６項） 

 ・非常災害対策本部長（防災担当大臣）の定めるところにより、非常災害対策本部の事務 
         の一部を行う組織として設置 （本部長：内閣府副大臣又は内閣府大臣政務官） 

（「現地対策本部の設置及び運営等について」 

   Ｈ27.3.25改正 中央防災会議主事会議申合せ）） 
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○非常災害現地対策本部の具体的な運営 

 →国と地方公共団体のトップ間で課題設定、統一方針の下で対応。政府のワンストッ 

      プ窓口として機能。 

・政府現地対策本部と地方公共団体の災害対策本部との「合同会議」 
・現地対策本部長、知事、市長によるトップ会談により、課題設定と統一方針決定し、       
  合同会議において実施指示、国と地方公共団体の担当部局が対応するという、 
   マネジメントサイクルを定例化 
・災害応急対策の責任者たる首長の判断をサポートするとともに、政府の 
   ワンストップ窓口として機能 
・連日、東京の非常災害対策本部とTV会議により現地の状況を報告、情報共有、 
  方針確認 

 

平成２７年３月２５日に「現地対策本部業務マニュアル」（中央防災会議主事
会議申合せ）を改正し、標準的な体制（本部長以下４４名）を明確化 

政府現地対策本部の役割 
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こ※現地対策本部員については、本部長、事務局長（審議官）以外は、現地対策本部要員（Ａ部門～Ｄ部門）として兼務 

 
 
 
 

Ｃ：事案対処部門 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ｃ－１：事案対処総括班 
内防、内府、気象、環境（３～４人） 

Ｃ－２：実動対処班 
  警察、消防、海保、防衛 
  （４～８人） 

Ｃ－３：土木技術・緊急輸送ルート班 
  警察、農水、国交（５～７人） 

Ｃ－５：医療活動班 
 消防、防衛、厚労 
  （３～６人） 

Ｃ－４：物資調達・輸送班 
 農水、経産、国交（３～５人） 

現地対策本部長 

Ｃ－９：航空安全班 
  防衛、国交（２～４人） 

 
Ｓ：総務部門 

    庶務総括・通信班 
     内防、内府（３～６人）     

 

 
 

 
  

緊対本部 
事務局 

A:総括部門 

B:情報部門 

Ｓ:総務部門 

C:事案対処
部門 

被災都道府県から
の連絡要員 

指定行政機関等 

 
Ａ：総括部門 
 事態総括班 
事態、内防（６人）      

 

 
 

事務局長 
内防（１人） 

  
   

現地対策本部の部門及び班の編成イメージ【標準】 

Ｃ－７：被災者支援班 
  内防、財務、文科（３～５人） 

Ｃ－８：燃料・ﾗｲﾌﾗｲﾝ班 
総務、厚労、経産（４人） 

 
 
 

政府現地連絡調整
室等の要員 

又は 
関係都道府県への

連絡要員 
 
 
 

 
 

Ｂ：情報部門 
情報総括班 

事態、内防、内府、地理、気象 
（５～６人） 

  
  

【標準的な要員数】 
 本部長以下４４名 

Ｉ:関係省庁
担当部門 

「現地対策本部業務マニュアル」（ 平成２７年３月２５日中央防災会議主事会議） より 

３ 



Ａ Ｂ

Ｃ３

Ｓ
打ち合わせ

スペース２

Ｃ７
打ち合わせ

スペース１

Ｃ８Ｃ５ Ｃ９Ｃ２Ｃ１

Ｃ４

現地対策本部の標準的な配置計画図 

※マス目：60cm×60cm 

【面積】 
標準的な配置には         程度が必要となる。 
 
【ＴＶ会議】 
ＴＶ会議システムは、本部長及び事務局長の席を映せる位置に
設置する。 
 
【本部長への報告・協議】 
各班からの本部長への報告や協議事項については、本部長前
のスペースを利用する。その際には、臨時に椅子を設置する。 
 
【各班の連携】 
各班が連携する業務の打ち合わせは、打ち合わせスペース１、
２を利用する。 
 
【情報の共有】 
被害状況図などは、ホワイトボードや壁に貼るなど、情報の共有
化に努める。 
 

ホワイトボード 

設置席 

【凡例】 

コピー機 

ＦＡＸ 

プリンター 打合せ時の臨時席 

TV会議システム 

設置席（予備席） 

本部長 

秘書官 

 事務局長 

Ａ 企画官等 

４ 

「現地対策本部業務マニュアル」（ 平成２７年３月２５日中央防災会議主事会議） より 

２００㎡ 



広島土砂災害に係る政府現地対策本部（8/22～9/9）の活動概要 

副大臣（現地本部長）、知事、市長の定例会議
での情報共有、課題設定、方針決定（朝） 

国県市の合同本部会議（定例）における
担当部局に対する実施指示（９：３０） 副大臣、知事共同の定例記者ぶら下がり会

見（合同会議後）にて政府の対応を積極広報 

現地対策本部長等による被災現場調査、対応すべき課題の抽出（PM） 対応すべき課題の共有、各省庁へ
の対応策の検討指示 

東京の非常災害対策本部との 
TV会議にて情報共有、方針確認（夕刻） 

所管区域：広島県   
内閣府（１０名）ほか、警察庁、消防庁、文科省、厚労省、農水省、林野庁、経産省、国交

省、気象庁、国土地理院、環境省、防衛省 （最大４７名体制  県庁内及び市役所
内に設置） 

平成26年（2014年）８月豪雨 
非常災害対策本部（内閣府（東京）に設置） 

本部長：古屋防災担当大臣 

 

本部長：山谷防災担当大臣 
構成：内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、消防庁、厚労省、農水省、文科省、
国交省、国土地理院、気象庁、海保庁、経産省、エネ庁、中小企業庁、財務
省、金融庁、消費者庁、防衛省、法務省、環境省、規制庁 

平成26年（2014年）８月豪雨 
非常災害現地対策本部 

本部長：西村副大臣、亀岡・松本（文）大臣政務官 
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広島土砂災害に係る政府現地対策本部（8/22～9/9）の時系列活動状況 

発
災 

８／２０ 
３：００AM頃 

8/20 13:40  
現地災害 
対策室設置 

8/20 夕
刻 
政府調査
団と知事、
市長との
協議 

8/22 9:00 
非常災害対
策本部設置 
14:00 
現地対策本
部設置 

死者・行方不
明者が100名
に迫る可能性 

二次災害
防止活動 

   二次点検（141渓流） 

8/20～8/30 8/29～9/3 

救助・捜索
活動 

最大3600名（8/24）態勢 概ね3300名態勢 

8/20～8/24 8/25～8/30 

概ね2500名態勢 

8/31～9/5 

概ね2000名態勢 

9/6～9/11 

8/25  
安倍総理 
現地視察 
 
「被災者支
援チーム」
の設置 

8/25 
死者５４ 
行方不明28 

8/29 
死者72 
行方不明2 

9/10 
死者73 
行方不明1 

8/26 
国・県・市 
応急復旧連
絡会議の設
置 

8/31 
安佐北区・ 
安佐南区（山本、
長塚地区） 
避難勧告等解除 

国交省による緊急渓流１次点検（183渓流） 

9/2 
安佐南区の
一部を除き 
避難勧告等 
解除 

TEC-FORCE活動規模： 最大121名態勢  

土砂撤去・
応急復旧
活動 

国交省による市道（12路線：8/23～）及び八木用水（8/25～）の土砂撤去（代行） 

8/23～9/20 

国・県・市の技術者による応急復旧計画 
策定のための緊急現地調査（随時） 

9/5 
国県市による 
応急復旧計画
の策定・公表 

9/2～ 約70～80名態勢  

被災者支
援活動 

9/19 
死者74 

9/9 
現地対策本
部を現地連
絡調整室に
改組 

8/24～ 自衛隊による入
浴支援開始 

8/27～ 公衆浴場
で無料入浴開始 

9/4、5 民間賃貸

住宅の借り上げ住
宅募集（5900戸） 

8/22～ 
DPAT派遣 

9/12 義援金一次
配分開始 

9/4 義援金の早期
配分方針について確
認 

避難者2000人超 1600人 1200～1400人 800～1000人 600～900人 

8/24～ 公的住宅募集開始

国・による国家公務員住宅、
UR住宅等の順次確保 

６ 



（１）救助・捜索の円滑化 

①市消防、警察により異なっていた行方不明者の突合・情報共有や安否要確認者の氏名公表を通じ
た行方不明者の特定・捜索範囲の絞り込み 

②実動省庁による救助・捜索活動と、国交省の砂防ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥとの連携強化、隊員の安全確保
対策の実施 

（２）被災者支援、二次災害防止 

①被災者支援チーム設置による避難所の生活環境整備（段ボールベッド、冷房設置等） 

②被災者の住まいの確保のため、県市管理の公営住宅に加え、国家公務員住宅、雇用促進住宅、Ｕ
Ｒ賃貸住宅等の確保、災害救助法による民間借り上げ住宅（みなし仮設）の確保の助言 

③避難勧告等の早期解除に向けた方針の検討（国交省の渓流危険度調査等に基づく解除エリアや避
難勧告等の判断基準、避難経路の確保等）、気象庁による局地気象情報提供   

④被害認定の確定前の義援金等の一次配分方針の決定、これによる被災者からの罹災証明書の申
請加速化 

（３）生活インフラの復旧加速化 

①被災者の生活再建のために重要な市管理道路、河川等についての国土交通省よる土砂撤去の代
行の方針決定 
②国県市による「応急復旧連絡会議」の立ち上げ（8/26）、国県市の技術者による緊急現地調査、応急
復旧計画（進捗状況とロードマップ）の策定（9/5）による今後の生活再建の見通しの見える化 

広島土砂災害に係る国・県・市三者による課題設定と統一方針 
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◎国、県のトップレベルでの情報共有、調整 
 ・ 国・県合同会議とトップ会談 
 

◎情報集約、提供 
 ・ 各省庁、岐阜県リエゾンによる情報収集 
 ・ 被災者情報の収集・集約 
 

◎各省庁の速やかな対応 
 ・ 非常災害対策本部とのＴＶ会議 
 

◎分野ごとの活動支援 
 ○被災者（行方不明者）の特定作業 
 ○救助・捜索 
 ・ 救助部隊の活動支援 
 ・ 活動基準策定（降雨、火山ガス） 
 ・ 火山活動監視（火山専門家との連絡） 
 

 ○二次災害防止 
 ・ 居住地域への二次被害防止（台風、土石流） 

平成26年（2014年）御嶽山噴火 
非常災害対策本部 
（内閣府（東京）に設置） 

平成26年（2014年）御嶽山噴火 
非常災害現地対策本部 

（長野県庁に設置） 

本部長：山谷防災担当大臣 
構成：内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、消防庁、厚労省、農水省、文科省、
国交省、国土地理院、気象庁、海保庁、経産省、エネ庁、中小企業庁、財務
省、金融庁、消費者庁、防衛省、法務省、環境省、規制庁 

本部長：松本洋平政務官 
構成：内閣府、警察庁、消防庁、農水省、林野庁、国交省、国土
地理院、気象庁、防衛省（２５名） 

現地本部の様子 

国・県の合同会議 

御嶽山噴火に係る現地対策本部（9/28～10/17）の体制と活動概要 
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捜索救助活動 

 (終日活動○ 一部活動△ ほぼ活動不可▲  活動不可×) 

行方
不明
者数 

捜索救助活動 
の概要 

活動規模 

9月27日 
  
  

11:52御嶽山噴火 
12:36レベル3（入山規制）に引上げ 

  

第
一
期 

山小屋、登山道
等を中心とした
目視による捜索
救助 

●総勢： 
900～1500名 

  
●入山： 

320～ 
430名 

9月28日 
○ 
  

へりで生存者26名救助 
心肺停止者4名搬送 

  

9月29日 
△ 

火山ガス増 
心肺停止者8名搬送（合計12名）   

9月30日 
▲ 

火山活動増 
    

10月1日 ○ 
心肺停止者35名搬送（合計47名） 
★自衛隊大型ヘリ導入 

  

10月2日 
▲ 
降雨 

    

10月3日 
× 
降雨 

★行方不明者数（16名）の公表 16 

10月4日 ○ 心肺停止者4名搬送（合計51名）   

10月5日、6日 
×降雨、台風18

号 
  12     

10月7日 ○ 心肺停止者3名搬送（合計54名） 12 

第
二
期 

探査棒、金属探
知機を活用し、
山頂一帯を面
的に捜索 
（ローラー作戦） 

●総勢： 
1380～1535名 

  
●入山： 

440～550名 

10月8日 ○ 心肺停止者1名搬送（合計55名） 9 

10月9日 ×降雨予報   8 

10月10日 ○   8 

10月11日 ○ 心肺停止者1名搬送（合計56名） 8 

10月12日 ○   7 

10月13日、14日 
× 

台風19号   7     

10月15日 
△ 

降雨予報 
  7  第

三
期 

これまで捜索し
たエリアの徹底
的再捜索 

●総勢：1890名 

●入山：940名 10月16日 ○曇 降雪により知事が活動中断を判断 6※ 

御嶽山噴火に係る政府現地対策本部（9/28～10/17）の時系列活動状況 
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（１）行方不明者の特定 
①観光登山客が被災し、被災者の特定が難航した状況において、長野警察、木曽広域消防、役場のほ
か、岐阜県消防、警察等に及んだ安否確認の問合わせを現地対策本部が調整役となって集約、整理 

②特定された被災者について、目撃情報、同伴者からの聞き取り状況も加味して捜索救助範囲の絞り
込みに生かし、救助・捜索活動の加速化 
③被災者（行方不明者）のご家族への的確な情報提供、十分なケアの方針 
 
（２）火山活動及び降雨による二次災害防止 
①火山性ガス、降雨時の活動中止・再開基準を策定し、毎朝、調整会議にて活動の是非を判断 

・平成１４年の三宅島噴火の際の火山性ガスの基準を参考に、硫化水素：１０ｐｐｍ、二酸化硫黄：２ｐｐｍ以上検出
で中止 
・降雨時には火山灰の泥流化、火山灰の崩壊、火山灰の泥濘化により避難行動が困難になるという危険性を踏ま
え、降雨時、降雨予報時の救助活動の中止、降雨停止後3時間経過し、7時間先まで降雨予報がない場合、ヘリに
よる偵察後再開 

②気象庁による実動部隊への気象情報、火山監視情報の提供（火山専門家との連絡） 
③台風、土石流による居住地域への二次被害防止対策（ワイヤーセンサ、避難勧告暫定基準、監視等） 
 
（３）各機関の活動の連携強化、結節点としての役割 
①各機関のニーズに応じた国土地理院からの地図の提供、岐阜県と長野県との連絡調整など、関係機
関の連携を強化し、情報の結節点として機能。 
②警察、消防、自衛隊の部隊の指揮・活動調整のための支援（王滝村役場で指揮調整を行う方針の決
定、自衛隊大型ヘリによる３部隊の救助隊員の輸送等） 
③降雪を受けた長野県知事による捜索救助活動の中断（10/16）に係る判断支援 

御嶽山噴火に係る国・県・実動部隊による課題設定と統一方針 
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